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変更届出書、変更申請書及び廃⽌・休⽌・再開届出書（障害福祉
サービス等・障害者⽀援施設・相談⽀援事業）

ページ番号︓0000018490 更新⽇︓2025年1⽉10⽇更新

１ 変更の届出

指定の内容に変更があったときには、原則、10⽇以内に変更の届出を⾏ってください。

 届出に当たっては、「提出書類⼀覧」により添付書類をご確認ください。

（注１）⼀部の変更内容は、変更前にご相談いただくこととしています。対象の変更内容は、「提出書類⼀覧」によりご覧ください。

（注２）⽣活介護・就労継続⽀援Ａ型・就労継続⽀援Ｂ型の定員増加については、事前に変更申請が必要です。定員増加について事前にご
相談いただいた上で、変更⽉の前々⽉末⽇までに変更の申請を⾏ってください。

届出様式

○ 共通

変更届出書 [Excelファイル／45KB]

○ 障害福祉サービス・障害者⽀援施設

指定に係る記載事項（付表）（障害福祉サービス・障害者⽀援施設） [Excelファイル／431KB]
参考様式（障害福祉サービス・障害者⽀援施設） [Wordファイル／215KB]

 （平均利⽤者数算定シート）

平均利⽤者数算定シート [Excelファイル／55KB]
平均利⽤者数及び平均障害⽀援区分算定シート（⽣活介護） [Excelファイル／72KB]
平均利⽤者数算定シート（共同⽣活援助） [Excelファイル／62KB]
平均利⽤者数算定シート（就労定着⽀援・⾃⽴⽣活援助） [Excelファイル／56KB]

※移動⽀援事業におきましても、障害福祉サービスの様式により届出を⾏ってください。

○ 相談⽀援事業

指定に係る記載事項（付表）（特定相談⽀援・⼀般相談⽀援） [Excelファイル／27KB]
参考様式（特定相談⽀援） [Wordファイル／163KB]
参考様式（⼀般相談⽀援） [Wordファイル／147KB]

提出書類⼀覧

提出書類⼀覧（障害福祉サービス（訪問系サービスに限る）） [PDFファイル／131KB]
提出書類⼀覧（障害福祉サービス・障害者⽀援施設） [PDFファイル／149KB]
提出書類⼀覧（特定相談、障害児相談） [PDFファイル／113KB]

トップページ > 事業者の⽅へ > 指定障害福祉サービス等事業者向け情報 > 様式集（指定関係） > 変更届出書、変更申請書及び
廃⽌・休⽌・再開届出書（障害福祉サービス等・障害者⽀援施設・相談⽀援事業）

現在地
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従業者の員数等を算定する場合の利⽤者の数の考え⽅

従業者の員数等を算定する場合の利⽤者の数の考え⽅ [PDFファイル／96KB]

２ 変更の申請

⽣活介護・就労継続⽀援Ａ型・就労継続⽀援Ｂ型の定員を増加する場合には、定員増加について事前にご相談いただいた上で、変更⽉の
前々⽉末⽇までに変更の申請を⾏ってください。

申請様式

指定変更申請書 [Excelファイル／44KB]
※「提出書類⼀覧」の変更内容「事業所の定員」に掲げる書類を添付してご提出ください。

３ 廃⽌・休⽌・再開の届出

１ 廃⽌・休⽌の届出

事業を廃⽌⼜は休⽌するときには、廃⽌⽇⼜は休⽌⽇の1⽉前までに廃⽌⼜は休⽌の届出を⾏ってください。

※廃⽌⼜は休⽌の2か⽉前までに障害⾃⽴⽀援課にご相談ください。

※廃⽌⼜は休⽌⽇以降もサービスの提供を希望する利⽤者に対し必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の障害福祉サービス事業
者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を⾏わなければなりません。これがなされていない場合、届出は受理できません。

※就労継続⽀援Ａ型を廃⽌する際は、障害者である労働者の解雇について、公共職業安定所⻑（ハローワーク）へ解雇の届出を⾏ってく
ださい。

〔関係事務連絡〕

指定障害福祉サービス事業者の事業廃⽌（休⽌）に係る留意事項等について（平成29年7⽉28⽇厚⽣労働省社会・援護局障害保
健福祉部企画課監査指導室・障害福祉課事務連絡） [PDFファイル／168KB]

Ａ型事業所廃⽌等に係る対応の留意事項等について（令和6年10⽉28⽇厚⽣労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導
室・障害福祉課事務連絡） [PDFファイル／268KB]

 （別添）指定障害福祉サービス事業者の事業廃⽌（休⽌）に係る留意事項等について [PDFファイル／168KB]

２ 再開の届出

休⽌した事業を再開するときには、再開の届出を⾏ってください。

なお、再開に当たっては、指定基準を満たしているかの確認を⾏いますので、再開する⽇の３週間前までに障害⾃⽴⽀援課にご連絡の
上、指定された書類をご提出ください。

届出様式

廃⽌・休⽌・再開届出書（障害福祉サービス） [Wordファイル／35KB]
廃⽌・休⽌届（移動⽀援事業） [Wordファイル／32KB]
（廃⽌・休⽌届出書別紙）利⽤者 措置状況⼀覧 [Excelファイル／13KB]

 ※利⽤者の希望や意向等を聴取するために実施した⾯談記録等の写しを添付してください。
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関連ページ

加算の届出に関する様式

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等の様式 

児童福祉法上の変更届出書等

変更届出書、変更申請書及び廃⽌・休⽌・再開届出書（障害児通所⽀援・障害児⼊所施設・障害児相談⽀援事業）

参考情報

  サービス管理責任者等に関する告⽰の改正について（令和5年8⽉16⽇） [PDFファイル／2.16MB]

 広島県相談⽀援従事者研修及びサービス管理責任者等研修について（広島県ホームページ）＜外部リンク＞

このページに関するお問合せ先

健康福祉局 障害福祉部 障害⾃⽴⽀援課 事業者指導係
〒730-8586

広島市中区国泰寺町⼀丁⽬6番34号
広島市役所本庁舎3階
Tel︓082-504-2841  Fax︓082-504-2256

jiritsu@city.hiroshima.lg.jp
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1 事業所（施設）の名称 ○ ○ ○ ○ ○

2
事業所（施設）の所在地（設置の場
所）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
【事前に要相談】
所在地が土砂災害警戒区域外であることをご確
認ください。

3 申請者（設置者）の名称 ○ ○ ○

4 主たる事務所（法人）の所在地 ○ ○

5 代表者の氏名、生年月日、住所又
は職名

○ ○ ○

6 登記事項証明書等（当該指定に係
る事業に関するものに限る。）

○ ○

7 事業所（施設）の平面図又は設備
の概要

○ ○ ○ ○ △

【事前に要相談】
建築基準法及び消防法等に関する誓約書が必
要になる場合があります。また必要に応じて、所
在地が土砂災害警戒区域外であることをご確認
ください。

8 事業所（施設）の管理者の氏名、
生年月日、住所又は経歴

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

9 事業所のサービス管理責任者の
氏名、生年月日、住所又は経歴

○ ○ ○ ○ ○ ○ △*1 △ △
*1サビ管の資格確認には、サービス管理責任
者研修修了証、相談支援従事者初任者研修修
了証、実務経験証明書が必要です。

10 事業所の従業者の員数や勤務体
制

○ ○ ○ ○ ○ △*2 △
*2各職種の要件を満たす証明書類（資格証の写
し、実務経験証明書など）が必要な場合がありま
す。

11 主たる対象者 ○ ○ ○ △ 主たる対象者を特定する場合は、参考様式１０
が必要です。

12 営業日及び営業時間 ○ ○ ○

13 通常の事業の実施地域 ○ ○ ○

14 提供する障害福祉サービスの種
類

○ ○ ○

15 事業所の定員 ○ ○ ○ △ ○ ○ △

【事前に要相談】
変更内容を相談してください。
生活介護・就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ
型の定員増加については、事前に変更申請が必
要です。

16 その他の運営規程に係る事項 ○ ○ ○ △

17
協力医療機関の名称若しくは診療
科名又は当該協力医療機関との
契約の内容

○ ○ ○

18 共同生活住居の追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○
【事前に要相談】
事前に当課に相談の上、変更の前々月の末ま
でに書類を提出してください。

19 基本報酬・加算に係る事項 ○ 「添付書類一覧表」により必要書類を確認してく
ださい。

20 その他の事項の変更 ○
必要書類が不明な場合は、障害自立支援課に
お問い合わせください。

※　「○」は必須。「△」は、変更内容により必要な場合に提出要。

○　指定内容に変更があったときは、１０日以内に変更届出書と必要な書類を提出してください。

○　提出書類はａ～ｓの順番に重ねて提出してください。

○　基本報酬や加算に変更があるときは、「変更届出書」ではなく、「介護給付費等算定に係る体制等に関する
　届出書」等を一式提出してください。
　　 加算は、届出が毎月１５日以前になされた場合には翌月から、１６日以降になされた場合には翌々月から、
　算定を開始することができます。また、算定されなくなる状況が生じた場合は、その事実発生日から算定でき
　なくなりますので、速やかに届出を行ってください。
　　 事業所の勤務体制等の変更に伴い加算も変更となる場合は、「変更届出書」と「体制等に関する届出書」を
　それぞれ提出してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出書類

　　　変更内容

障害福祉サービス・障害者支援施設　指定内容の変更に係る提出書類一覧

○　事業所を廃止又は休止する場合は、廃止又は休止の２ヶ月前までにご相談ください。
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介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等の様式

ページ番号︓0000018722 更新⽇︓2024年12⽉16⽇更新

加算等の算定開始時期等

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る）については、届出が毎⽉15⽇以前になされた場合には翌⽉から、16⽇以降に
なされた場合には翌々⽉から、算定を開始することができます。

なお、加算等が算定されなくなる状況が⽣じた場合⼜は算定されなくなることが明らかな場合は、その事実発⽣⽇から算定できなくなりま
すので、速やかに届出を⾏ってください。

（注）処遇改善加算を算定する際には、処遇改善計画書を併せてご提出ください。詳細は以下のページをご覧ください。なお、年度途中か
ら処遇改善加算を算定する場合、算定開始⽉の前々⽉の末⽇までに計画書の提出が必要となります。

【令和６年度】福祉・介護職員等処遇改善加算等の算定に係る届出の様式 

ダウンロード

「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」（体制届）等の様式及び添付書類です。

サービスごとに様式を掲載していますので、該当サービスのファイルをダウンロードしてください。

障害福祉サービス・施設⼊所⽀援

介護給付費等の算定に係る体制等の届出に関する添付書類⼀覧表 [Excelファイル／24KB]
添付書類は、こちらより確認してください。

居宅介護・重度訪問介護・同⾏援護・⾏動援護 [Excelファイル／230KB]
療養介護 [Excelファイル／164KB]
⽣活介護 [Excelファイル／272KB]
短期⼊所 [Excelファイル／213KB]
施設⼊所⽀援 [Excelファイル／306KB]
⾃⽴訓練（機能訓練・⽣活訓練） [Excelファイル／299KB]
就労移⾏⽀援 [Excelファイル／292KB]
就労継続⽀援（Ａ型） [Excelファイル／285KB]（※）
就労継続⽀援（Ｂ型） [Excelファイル／306KB]
就労定着⽀援 [Excelファイル／174KB]
⾃⽴⽣活援助 [Excelファイル／183KB]
共同⽣活援助 [Excelファイル／553KB]

（※）就労継続⽀援Ａ型事業所の基本報酬に係るスコア表の作成に当たっては、「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定について」に掲
載している「 厚⽣労働⼤⾂の定める事項及び評価⽅法の留意事項について」もご確認ください。

就労継続⽀援Ａ型事業利⽤者負担減免措置実施届出

トップページ > 事業者の⽅へ > 指定障害福祉サービス等事業者向け情報 > 様式集（指定関係） > 介護給付費等算定に係る体制
等に関する届出書等の様式

現在地
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https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/247127.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/247128.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/255980.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syougaijiritsu02/369501.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/235729.pdf
https://www.city.hiroshima.lg.jp/
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syougaijiritsu02/
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syougaijiritsu02/list1789.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syougaijiritsu02/list1789-3657.html


就労継続⽀援Ａ型事業における利⽤者負担減免事業実施要綱について（平成１９年７⽉３１⽇厚⽣労働省社会援護局・障害保健福祉部
⻑通知） [PDFファイル／114KB]

就労継続⽀援A型事業利⽤者負担減免措置実施届出書 [Wordファイル／37KB]

障害児通所⽀援事業・障害児⼊所施設

障害児（通所・⼊所）給付費算定に係る体制等に関する届出添付書類⼀覧 [Excelファイル／17KB]
 添付書類は、こちらより確認してください。

児童発達⽀援（児童発達⽀援センター含む） [Excelファイル／204KB]
旧医療型児童発達⽀援 [Excelファイル／129KB]
放課後等デイサービス [Excelファイル／190KB]
居宅訪問型児童発達⽀援 [Excelファイル／90KB]
保育所等訪問⽀援 [Excelファイル／82KB]
福祉型障害児⼊所施設 [Excelファイル／258KB]
医療型障害児⼊所施設 [Excelファイル／169KB]

相談⽀援事業

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出・障害児（通所・⼊所）給付費等に関する届出添付書類⼀覧 [Excelファイル／17KB]
 添付書類は、こちらより確認してください。 

地域移⾏⽀援・地域定着⽀援（⼀般相談⽀援） [Excelファイル／109KB]
計画相談⽀援（特定相談⽀援） [Excelファイル／147KB]
障害児相談⽀援 [Excelファイル／118KB]
相談⽀援各種加算 記録保存様式 [Excelファイル／63KB]

体制等状況⼀覧表

令和６年４⽉・５⽉分体制届の修正等が必要となった際、体制等状況⼀覧表はこちらを使⽤してください。

体制等状況⼀覧表（令和６年４・５⽉） [Excelファイル／260KB]

 

関連ページ

指定内容の変更の届出（従業者の変更等）

変更届出書、変更申請書及び廃⽌・休⽌・再開届出書（障害福祉サービス等・障害者⽀援施設・相談⽀援事業）

変更届出書、変更申請書及び廃⽌・休⽌・再開届出書（障害児通所⽀援・障害児⼊所施設・障害児相談⽀援事業）

指定更新申請

障害福祉サービス（訪問系サービスに限る）
障害福祉サービス（訪問系サービス除く）・障害者⽀援施設
障害児通所⽀援・障害児⼊所施設
相談⽀援事業

このページに関するお問合せ先
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https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/247142.pdf
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/247143.doc
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/247130.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/247131.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/247132.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/247133.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/247134.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/247135.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/247136.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/247137.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/247138.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/247139.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/252961.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/252962.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/247144.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/247145.xlsx
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syougaijiritsu02/18490.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syougaijiritsu02/18686.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syougaijiritsu02/18653.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syougaijiritsu02/18653.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syougaijiritsu02/18653.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syougaijiritsu02/135237.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syougaijiritsu02/18851.html
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（別添）

○支援目標及び具体的な支援内容等

項目
支援目標

（具体的な到達目標）

達成

時期

担当者

提供機関

留意事項

（本人の役割を含む）

優先

順位

提供するサービス内容について、本計画書に基づき説明しました。

　　　　年　　月　　日 （利用者署名）

【令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.２　問２１別添】

サービス管理責任者氏名：

短期目標

(内容・期間等)

支援内容

(内容・支援の提供上のポイント等)

本計画書に基づきサービスの説明を受け、内容に同意しました。

長期目標

(内容・期間等)

支援の標準的な提供時間等

（曜日・頻度、時間）

個別支援計画書

利用者及び家族の

生活に対する意向

総合的な支援の方針

作成年月日： 年 月 日利用者氏名：

生活介護は記入必須

（生活介護の記載例）

・サービス提供時間 ４時間

・送迎に係る配慮 １時間

・障害特性に係る配慮 30分

・送迎時の移乗等 30分

----------------------------------

押印廃止

支援をカテ

ゴリー化し

て記載する

等の工夫に

使用。

使い方は任意だが、左に支援内容、右側にポイントを書く等。
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令和５年８月１６日  

 

各障害者支援施設 施設長 様 

各障害児入所施設 施設長 様 

各障害福祉サービス等事業所 管理者 様 

  

広島市健康福祉局障害自立支援課  

  

サービス管理責任者等に関する告示の改正について（通知） 

 

 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者（以下「サビ児管」という。）について

「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定める

もの等（平成十八年厚生労働省告示第五百四十四号）」及び「障害児通所支援又は障害児入

所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの （平成二十四年厚生労

働省告示第二百三十号）」が改正され、令和５年６月３０日付けでこども家庭庁及び厚生労

働省から改正の趣旨及び概要について事務連絡（以下「国事務連絡」という。）が発出され

ましたので、各事業所におかれましては、内容をご確認いただきますようお願いいたします。 

なお、本改正に当たって本市への届出等については、下記のとおり取り扱います。 

 

記 

 

１ 実践研修の受講に必要な実務経験について（国事務連絡の１） 

   

 

 

 

 

 

 

 

・ 指定権者への届出（改正後の③）については、添付の「指定内容変更届出書【記載例】」

のとおり記載した変更届出書を市に提出してください。 

既に基礎研修修了者をサビ児管として配置する旨の変更届出書を提出しており、

個別支援計画作成に係る一連の業務に従事している場合は、記載例による届出を改

めて行う必要はありません。 

 ・ 実践研修の要件等については、広島県のホームページ※に掲載されておりますので、

ご確認ください。 

  ※ 参考【広島県ＨＰ】令和５年度広島県相談支援従事者研修及びサービス管理責任者等

研修について<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/kensyu.html> 

・ 実践研修受講者は市に提出した変更届出書の控えを受講時（広島県）に提出する必要

があります。各事業所において控えを管理していただくようお願いします。 

 

 

（現行制度） 

基礎研修修了後、実践研修受講までに２年以上の実務経験が必要とされている。 

（改正後） 

現行制度の例外として、次の①から③の要件を全て満たす場合は、実務経験６か月以上で受講

することができる。 

① 基礎研修受講時に既にサビ児管としての配置に必要な実務経験を満たしている。 

  ② 実践研修を受講するための実務経験として、事業所等において個別支援計画作成に係る

一連の業務に従事している。 

  ③ ②の業務に従事することを指定権者に届け出ている。 
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２ やむを得ない事由によりサビ児管が欠けた場合の措置について（国事務連絡の２） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やむを得ない事由によるサビ児管の欠如の際に、実務経験者をサビ児管とみなして配

置しようとする場合には、事前に当課へ協議をしてください。協議なく配置した場合は、

対象となりません。 

 

 

 

 

                       【担当】広島市健康福祉局障害福祉部 

障害自立支援課事業者指導係 

                           TEL 082-504-2841 

（現行制度） 

やむを得ない事由によりサビ児管が欠如した場合、欠如後 1年間、サビ児管としての配置に必要

な実務経験を有する者をサビ児管とみなして配置することができる。 

（改正後） 

現行制度に加えて、次の①から③の要件を全て満たす者については、当該者が実践研修を修了

するまでの間に限り、サビ児管として最長２年間配置ができる。 

① サビ児管としての配置に必要な実務経験を満たしている。 

② サビ児管が欠如した時点で既に基礎研修を修了済みである。 

③ サビ児管が欠如する以前からサビ児管以外の職員として当該事業所に配置されている。 

 ※ 「やむを得ない事由」とは、サビ児管が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠

如した場合であって、かつ、当該事業所にサビ児管を直ちに配置することが困難な場合であ

る。 
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第２号様式（第２条関係）

　　　　　年　　月　　日

届出者　 主たる事務所の所在地
名　称
代表者の氏名

1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15
16

17

18

19

20

注 １ 　該当する事項の番号を「○」で囲むこと。
２ 　変更の内容が確認できる書類その他知事が別に定める書類を添付すること。

３ 　変更の日から１０日以内に届け出ること。

事業所（施設）のサービス管理責任者の氏名，生
年月日，住所又は経歴

　なお，当該変更が利用者の定員の増加に伴うものである場合は，従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を併せて添付す
ること。

併設型における利用者の推定数又は空床型にお
ける当該施設の入所定員

協力医療機関の名称若しくは診療科名又は当該
協力医療機関との契約の内容

他の障害福祉サービス事業者等との連携体制又
は支援体制の概要
連携する公共職業安定所等の名称

変 　 更　  年　  月    日 　　年　　月　　日

（変更後）

サービス管理責任者
　氏名：広島　花子
　生年月日：昭和〇年〇月〇日
　住所：広島市○○

　氏名：広島　太郎
　生年月日：昭和〇年〇月〇日
　住所：広島市○○

※広島太郎は基礎研修修了者であり、○月○日より、個別支援計
画作成の一連の業務に従事しています。

事業所の相談支援専門員の氏名，生年月日，住
所又は経歴
主たる対象者
運営規程
事業所の種別（併設型・空床型の別）

変 更 が あ っ た 事 項 変 　更　 の　 内 　容
事業所（施設）の名称 （変更前）

サービス管理責任者
　氏名：広島　花子
　生年月日：昭和〇年〇月〇日
　住所：広島市○○

事業所（施設）の所在地（設置の場所）
申請者（設置者）の名称
主たる事務所の所在地
代表者の氏名，生年月日，住所又は職名

※定款等若しくはその登記事項証明書又は条例等
（当該指定に係る事業に関するものに限る。）
「※定款等」は就労継続支援A型事業所のみ

提供する障害福祉サービスの種類
第三者に委託することにより提供する障害福祉
サービスの種類又は第三者の事業所の名称若しく
は所在地

事業所（施設）の平面図又は設備の概要
事業所（施設）の管理者の氏名，生年月日，住所
又は経歴

事業所のサービス提供責任者の氏名，生年月日，
住所又は経歴

事 業 所 番 号

指定内容を変更した事業所（施設）
名　　　　　称
所　　在　　地

サービスの種類

　次のとおり指定を受けた内容に変更があったので，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第46条第１項　第46条第３項　第51条の25第１項　第51条の25第３項の規定により届け出ます。

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定内容変更届出書
指 定 障 害 者 支 援 施 設
指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者
指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者

該当者が個別支援計画

の作成業務に従事して

いる旨記載すること

【記載例】
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第２号様式（第２条関係）

指定内容変更届出書

　　　　　年　　月　　日

届出者　 主たる事務所の所在地
名　称
代表者の氏名

1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

注 １ 　該当する事項の番号を「○」で囲むこと。
２ 　変更の内容が確認できる書類その他知事が別に定める書類を添付すること。

３ 　変更の日から１０日以内に届け出ること。

変 　 更　  年　  月    日 　　年　　月　　日

　なお，当該変更が利用者の定員の増加に伴うものである場合は，従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を併せて添付す
ること。

（変更前）

児童発達支援管理責任者
　氏名：広島　花子
　生年月日：昭和〇年〇月〇日
　住所：広島市○○

（変更後）

児童発達支援管理責任者
　氏名：広島　花子
　生年月日：昭和〇年〇月〇日
　住所：広島市○○

　氏名：広島　太郎
　生年月日：昭和〇年〇月〇日
　住所：広島市○○

※広島太郎は基礎研修修了者であり、○月○日より、個別支援計
画作成の一連の業務に従事しています。

事業所（施設）の平面図又は設備の概要
事業所（施設）の管理者の氏名，生年月日，住所
又は経歴

事業所（施設）の児童発達支援管理責任者の氏
名，生年月日，住所又は経歴

事業所の相談支援専門員の氏名，生年月日，住
所又は経歴
主たる対象者
運営規程
協力医療機関の名称若しくは診療科名又は当該
協力医療機関との契約の内容

主たる事務所の所在地
代表者の氏名，生年月日，住所又は職名

登記事項証明書又は条例等（当該指定に係る事業
に関するものに限る。）

医療法第７条の許可を受けた病院又は診療所で
あること

変 更 が あ っ た 事 項 変 　更　 の　 内 　容
事業所（施設）の名称
事業所（施設）の所在地（設置の場所）
申請者（設置者）の名称

事 業 所 番 号

指定内容を変更した事業所（施設）
名　　　　　称
所　　在　　地

サービスの種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定 障 害 児 入 所 支 援 事 業 所
指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 所

　次のとおり指定を受けた内容に変更があったので，児童福祉法第21条の５の20第３項　第24条の13第３項　第24条の32第
12項の規定により届け出ます。

【記載例】

該当者が個別支援計画

の作成業務に従事して

いる旨記載すること
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事 務 連 絡 

令和５年６月 30日 

    

各                  御中 

 

   

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 

 

サービス管理責任者等に関する告示の改正について 

 

 

日頃よりこども家庭行政及び厚生労働行政の推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

 

「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣

が定めるもの等（平成十八年厚生労働省告示第五百四十四号）」及び「障害児通所支

援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの

（平成二十四年厚生労働省告示第二百三十号）」については、本日６月 30日に改正さ

れ、同日適用されたところですが、改正の趣旨及び概要については下記のとおりです

ので、各都道府県・市町村におかれては十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、

その周知徹底をお願いします。 

 

記 
 

１ 実践研修の受講に必要な実務経験について【別添１・２】 

  サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者（以下「サービス管理責任者等」

という。）の研修体系については、令和元年度より、基礎研修修了後に実践研修を

受講するために必要な実務経験（OJT）を「２年以上」としておりますが、新たに、

基礎研修受講開始時において既に実務経験者である者が、実践研修を受講するため

の実務経験（OJT）として障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業

務に従事し、その旨を指定権者に届け出ている場合は、例外的に「６月以上」とし

ます。 

 

 

都道府県 

市町村 

障害保健福祉主管部（局） 

児童福祉主管部（局）  
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２ やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合の措置について 

【別添３・４】 

  サービス管理責任者等がやむを得ない事由により欠如した場合に実務経験者を

サービス管理責任者等とみなして配置する措置については、現行制度上、サービス

管理責任者等の欠如時から１年間としております。 

今回、基礎研修修了者については、個別支援計画の作成に関して一定の知識・技

能等を習得していること、また、事業所内でのサービス管理責任者等の養成を進め

る観点から、従前のやむを得ない事由（※）による措置（１年間）に加え、以下の

いずれの要件も満たす者について、当該者が実践研修を修了するまでの間に限り、

サービス管理責任者等とみなして配置可能（最長２年間）とします。 

・ 実務経験要件を満たしていること 

・ サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修を修了済みであること 

・ サービス管理責任者等が欠如する以前から当該事業所に配置されていること 

 

※ やむを得ない事由については、サービス管理責任者等が退職、病休など事業者

の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、当該事業所にサービス

管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合を想定している。 

 

３ 更新研修の受講に必要な実務経験の範囲について 

  サービス管理責任者等更新研修の受講に必要な実務経験として、現行、サービス

管理責任者では児童発達支援管理責任者の実務経験が、児童発達支援管理責任者で

はサービス管理責任者の実務経験が規定されていない等、サービス管理責任者及び

児童発達支援管理責任者双方の配置要件を満たしている者であっても、いずれか一

方の更新研修の受講要件を満たさず、従事ができなくなる場合があったことなどか

ら、以下のとおり改正を行いました。 

①サービス管理責任者の更新研修の受講に必要な実務経験 

    サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者（障害福祉サービス

事業を行う事業所、指定障害者支援施設等、障害児通所支援事業を行う事業所

又は指定障害児入所施設等の管理者を指す。）又は相談支援専門員（計画相談

支援事業所、地域相談支援事業所又は障害児相談支援事業所における相談支援

専門員を指す。） 

②児童発達支援管理責任者の更新研修の受講に必要な実務経験 

    サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者（障害福祉サービス

事業を行う事業所、指定障害者支援施設等、障害児通所支援事業を行う事業所

又は指定障害児入所施設等の管理者を指す。）又は相談支援専門員（計画相談

支援事業所、地域相談支援事業所又は障害児相談支援事業所における相談支援
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専門員を指す。） 

 

４ その他 

（１）更新研修の受講に必要な実務経験の期間の算定方法について 

   更新研修を受講するための実務経験等の期間の算定方法については、従前お示

していなかったところですが、運用の統一化を図るため、以下のとおりお示しい

たしますので、ご了知くださいますようお願いいたします。 

 

・ 更新研修は、資質向上の一環として受講者の実践について振り返りを行うこ

とをその趣旨のひとつとしていることから、研修の受講にあたって実務経験を

求めているものです。必ずしも１年につき 180 日の勤務はせずとも、その趣旨

は達成できるため、１年につき 180 日を下回る場合についても受講を認めて差

しつかえありません。なお、日数の下限については具体的に定めませんが、上

記趣旨を踏まえた研修の受講が期待できるかを踏まえて個別に判断していただ

きますようお願いいたします。なお、相談支援従事者現任研修についても同様

の考え方であることを申し添えます。 

・ サービス管理責任者等として従事するための実務経験や、基礎研修・実践研

修を受講するための実務経験については、実務の積み重ねを求めるものである

ことから、従前示されているとおり、１年につき 180 日の勤務（時間は問わな

い）を求めており、当該日数については通年で算定することが可能です。なお、

相談支援専門員として従事するための実務経験、主任相談支援専門員研修を受

講するための実務経験についても同様の考え方であることを申し添えます。 

   例：５年間の実務経験を要する場合、５年以上かつ 900 日（180 日×５年）の

勤務があれば要件を満たすものとする。 

 

（２）期限までに更新研修が修了できなかった場合の取扱いについて 

   期限までに更新研修を修了することができなかった場合については、実践研修

を改めて修了（実践研修受講のための実務経験は不要）することで、修了日以後

再びサービス管理責任者等として従事可能ですので、ご留意ください（基礎研修

の再受講は不要）。 

（注）令和６年３月 31日までは平成 30年度以前からサービス管理責任者等であ

る者について、初回の更新研修受講時には更新研修受講のための実務経験

要件は問わない。 

 

（３）サービス管理責任者等の研修の実施等について 

   サービス管理責任者等の養成研修については、一部の都道府県において、研修
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受講希望者が事業所の所在する都道府県で研修を受講できない場合があるとの

意見をいただいているところです。 

サービス管理責任者等の確保は各事業所の事業継続上不可欠であることに鑑み、

各都道府県におかれては、管内の受講見込人数を事前に把握し、受講が必要な者

が研修を受講できるよう研修回数や受講定員数等について適切に設定いただく等、

計画的な研修実施をお願いいたします。また、今回の告示改正を契機に、実践研

修等に係る地域のニーズを踏まえて、必要に応じて研修計画の見直しを行うなど

適切な対応をお願いいたします。 

   なお、地域の実情により、希望者全員が研修を受講できない場合であっても、

指定担当部局や指導監査担当部局（管内市町村が担当している場合、管内市町村

を含む。）とも十分に連携しつつ、真に研修の受講が必要な者が研修を受講でき

ないことがないよう、必要な対応をお願いいたします。 

   また、研修制度見直し前の平成 30 年度までに研修を修了したサービス管理責

任者等が、今後資格を継続して更新するためには、令和５年度末までに初回の更

新研修を受講する必要がありますので、都道府県におかれては、管内の受講見込

人数を事前に把握し、研修回数や受講定員数等について適切に設定いただく等、

令和５年度末までに受講が必要な者について更新研修が受けられない事態が発

生することのないよう、計画的かつ確実な研修実施をお願いいたします。 
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• 現行制度上、実践研修の受講にあたって必要な実務経験Ⓐ(OJT)については、基礎研修修了後「２年以上」の期間としてお

り、これを原則として維持しつつ、一定の要件を充足した場合には、例外的に「６月以上」の期間で受講を可能とする。

【要件】※①～③を全て満たす必要あり

① 基礎研修受講時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件Ⓑ（相談支援業務又は直接支援業務３～８年）

を満たしている。

② 障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。（具体的には以下のいずれかのとおり）

・ サービス管理責任者等が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務（※）を行う。

・ やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所において、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別

支援計画の作成の一連の業務を行う。

（※） 利用者へ面接の上アセスメントを実施し、個別支援計画の原案を作成し、サービス管理責任者が開催する個別支援会議へ参加する等。詳細

については今後周知予定。

③ 上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。

（施行日前の実務経験Ⓐ(OJT)の取扱い及び届出の方法等、詳細については今後整理した上で周知予定）

①実践研修の受講に係る実務経験（OJ T）について

基礎研修
（26h）
修了

実践研修
（14.5h）
修了実務経験Ⓑ

実務経験Ⓐ (OJT)（相談支援業務又は直接支援業務）

(２年以上）

実務経験要件 研修修了要件

サービス管理
責任者等とし
て配置可
（５年毎に要
更新）

相談支援業務
又は

直接支援業務
３～８年

配置要件（原則）

実践研修
（14.5h）
修了

実務経験Ⓐ (OJT)
（個別支援計画作成）
(６月以上）【新規】

配置要件（例外）
基礎研修
（26h）
修了

基礎研修受講時に既に左記実務経験要件
（３～８年）を満たしている者に限り選択可能なルート

個別支援計画の作成の業務
に従事する旨を事前届出

（具体的な業務内容）
利用者へ面接の上アセスメントを実施、個別支援計画の原案を作
成、サービス管理責任者等が開催する個別支援会議への参加等

要件①

要件②

要件③

サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント
※「サービス管理責任者等」とは、サービス管理責任者
及び児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。

別添１
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相談支援又は直接支援の業務の
実務経験が３～８年ある

上記実務経験が
基礎研修受講日時点で既にある

基礎研修修了後のOJTについて、
個別支援計画作成の一連の業務で行う

個別支援計画作成の一連の業務を行うことについて、
指定権者に届出を行っている（又は予定）

基礎研修修了後のOJTについて、
６月以上で可能！

はい

いいえ
実務経験が１～６年あれば基礎研修受講可
（ただしOJT期間は２年以上必要）

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

OJT期間は２年以上必要
（内容は相談支援又は直接支援の業務で可）

OJTの内容が相談支援又は直接支援の業務の場合、
期間は２年以上必要

業務実施についての届出がない場合、
OJT期間は２年以上必要

別添２
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• やむを得ない事由（※）によりサービス管理責任者等が欠いた事業所について、現行制度上、サービス管理責任者等が欠い

た日から１年間、実務経験（３～８年）を有する者をサービス管理責任者等とみなして配置可能であるが、これに加え、

当該者が一定の要件を充足した場合については、実践研修を修了するまでの間（最長でサービス管理責任者等が欠いた日

から２年間）サービス管理責任者等とみなして配置可能とする。

（※） 「やむを得ない事由」については、「サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、

当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合」である。

【要件】※①～③を全て満たす必要あり

① 実務経験要件（相談支援業務又は直接支援業務３～８年）を満たしている。（現行と同じ）

② サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修を修了済みである。

③ サービス管理責任者等が欠如する以前からサービス管理責任者等以外の職員として当該事業所に配置されている。

②やむを得ない事由による措置ついて

やむを得ない事由による人員の欠如時以降、
１年間サービス管理責任者等とみなして従事可能

（現行どおり）

サービス管理責任者等が欠如する以前から
当該事業所に配置されている者

実務経験要件

実務経験

相談支援業務
又は

直接支援業務
３～８年

基礎研修（26h）を修了

研修修了要件

期間経過後、継続して
サービス管理責任者等と
して配置するには、配置
要件における研修修了要
件（実践研修まで修了）
を満たす必要あり

サービス管理責任者等欠如
以前に修了済み

要件①

要件②

要件③

サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント

※サービス管理責任者等の配置要
件である研修が未修了でも、左記
実務経験があればみなし配置可

実践研修修了時まで（最長で欠如時以降２年間）
サービス管理責任者等とみなして従事可能【新規】

別添３
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サービス管理責任者等の欠如について
やむを得ない事由によるものと自治体が認めている

相談支援又は直接支援の業務の
実務経験が３～８年ある

サービス管理責任者等の欠如した時点で
既に基礎研修を修了済みである

サービス管理責任者等の欠如時以前から
当該事業所に配置されている

実践研修修了時まで（最長で欠如時以降２年間）
みなし配置可能

はい

いいえ
欠如がやむを得ない事由によるものでなければ、

みなし措置の対象外

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

実務経験が３～８年ない場合は
みなし措置の対象外

基礎研修が未修了又は修了が欠如後の場合は
みなし期間は１年間

欠如時後に当該事業所に配置された者の場合は
みなし期間は１年間

別添４
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事 務 連 絡 

令和５年３月３１日 

    

各       障害保健福祉主管部（局） 御中 

   

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 

 

 

サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するＱ＆Ａについて 

 

 

日頃より厚生労働行政の推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

令和５年２月 28 日付けで発出した事務連絡「サービス管理責任者等研修制度の取

扱い等について」においてお示しした内容に関しまして、今般具体的な運用等の詳細

について、現時点において考えられる内容について、別添のとおりお示しいたします

ので、各都道府県・市町村におかれてはご了知いただくようお願いします。 

 なお、現在サービス管理責任者等研修制度に関する告示の改正作業中であること等

から、別添の内容については今後変更となる可能性がありますので、ご留意ください

ますようお願い申し上げます。 

都道府県 

市町村 
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令和５年度におけるサービス管理責任者等研修制度の変更に関するＱ＆Ａ 

 

１．実務経験（OJT）について 

（OJT期間が「６月以上」とすることができる要件について） 

問１ 実践研修の受講要件である実務経験（OJT）について、「６月以上」とす

ることができる対象者については、具体的にどのような者であるか。 

（答） 以下のいずれの要件も満たす者である。 

   ① 基礎研修受講開始時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実

務経験要件（相談支援業務又は直接支援業務３～８年）を満たしてい

ること。 

 

   ② 実践研修の受講要件である実務経験（OJT）として、障害福祉サービ

ス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事すること。 

具体的には、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者（以下

「サービス管理責任者等」という。）の配置を必要とする障害福祉サー

ビス事業所等に従業者として配置を届け出ている者について、以下の

いずれかの場合が該当する。 

    ㋐ サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が個別支援計画

の原案の作成までの一連の業務（利用者へ面接の上アセスメントを

実施、個別支援計画の原案を作成、サービス管理責任者等が開催す

る個別支援計画の作成に係る会議への参画（モニタリング含む）※）

に従事する場合。 

    ㋑ やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事

業所等において、サービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件

を満たしている者（実務経験者）がサービス管理責任者等とみなし

て個別支援計画の作成の一連の業務（利用者へ面接の上アセスメン

トを実施、個別支援計画の原案を作成、個別支援計画の作成に係る

会議の開催、個別支援計画の原案の内容について利用者又はその家

族に説明し、個別支援計画を交付（モニタリング含む）※）に従事

する場合。 

    ㋒ 令和３年度末までに、実務経験者が基礎研修修了者となっており

（経過措置対象者）、サービス管理責任者等とみなして個別支援計

画の作成の一連の業務（上記㋑と同様）に従事する場合。   

    ※ 具体的な業務内容については問４参照。なお、実践研修の受講要

件である基礎研修修了後の実務経験については、OJT として行う趣

旨で設けていることを踏まえ、（必要に応じて他の事業所等に協力

を求めるなどして）サービス管理責任者等による助言・指導を受け

た上で行われることが望ましい。 

 

   ③ 上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行うこと。 

別添 
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＜問１：要件①に関して＞ 

（基礎研修修了後に実務経験者となった場合について） 

問２ 基礎研修については、サービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件

として規定されている年数に２年満たない時点から受講できるが、基礎研

修修了後にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件を満たした

場合、それ以降は、２年間の実務経験（OJT）ではなく、個別支援計画の作

成の業務の６か月の実務経験（OJT）を満たして実践研修を受講すること

が可能か。 

（答） できない。個別支援計画の作成の業務の６か月の実務経験（OJT）につい

ては、基礎研修受講開始時に実務経験者である者が対象となり、基礎研修

受講開始時に実務経験者でない者は、実践研修の受講には相談支援業務又

は直接支援業務の２年間の実務経験（OJT）が必要である。 

 

 

（「基礎研修受講開始時」について） 

問３ 「基礎研修受講開始時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経

験要件を満たしている」とあるが、これは「相談支援従事者初任者研修講

義部分」受講時においても既に当該実務経験要件を満たしている必要があ

るか。 

（答） 「サービス管理責任者等基礎研修」の受講開始時において既に実務経験

要件を満たしていればよく、「相談支援従事者初任者研修講義部分」の受講

開始時と実務経験要件を満たした時点の先後は問わない。 

    もっとも、実践研修の受講要件である実務経験（OJT）については、「サ

ービス管理責任者等基礎研修」及び「相談支援従事者初任者研修講義部分」

の双方を修了し、修了証の交付を受けた時点から起算可能となる。 
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＜問１：要件②に関して＞ 

（OJTの業務の具体的内容について） 

問４ 「個別支援計画作成の業務に従事する」とあるが、具体的に対象となる

業務はどのようなものか。 

（答） 個別支援計画の作成の業務とは、以下の業務をいう。 

   Ⓐ 利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容

の検討を行う。（基準省令第 58条第２～３項等 参照） 

   Ⓑ アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原

案を作成する。（基準省令第 58条第４項等 参照） 

   Ⓒ 個別支援計画の作成に係る会議を開催し、上記原案の内容について

担当者等から意見を求める。（基準省令第 58条第５項等、解釈通知第

四の３(7)②ア等 参照） 

    ※ サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が業務に従事する場合は、サー

ビス管理責任者等が開催する上記会議に参画すること。 

   Ⓓ 上記原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書

により利用者の同意を得、個別支援計画を利用者に交付する。（基準省

令第 58条第６項等、解釈通知第四の３(7)②イ、ウ等 参照） 

   Ⓔ 定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継

続的なアセスメント（モニタリング）を行い、少なくとも６月に１回

以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更

を行う。（基準省令第 58条第８項等、解釈通知第四の３(7)②エ等 参

照） 

 

 

（OJTの業務の頻度等について） 

問５ 「個別支援計画の作成の業務」については、どれくらいの回数を行って

いる必要があるか。期間の算定についてはどのように行うべきか。 

（答） この実務経験（OJT）は、サービス管理責任者等養成に係る一連の研修

の一部をなすものとして設定されたものであり、その十分な実施を担保

する観点から、少なくとも概ね計 10回以上行うことを基本とする。 

   （なお、個別支援計画の見直しについては、少なくとも６月に１回以上

行うことが指定基準上定められている） 

 

    また、実務経験（OJT）に係る期間（勤務日数）の算定にあたっては、

厳密に「個別支援計画の作成の業務」を行った日のみを算入するのでは

なく、サービス管理責任者等の配置を必要とする障害福祉サービス事業

所等において従事した期間をもって算定して差しつかえない。 
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（基礎研修修了者が OJT として個別支援計画の原案の作成を行う場合の人員

配置の取扱いについて） 

問６ サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者に個別支援計画の原案

の作成までの業務を担わせる場合、当該基礎研修修了者の人員配置上の取

扱いはどのようになるか。例えば、生活支援員として配置したまま当該業

務を担わせることが可能か。 

（答） それぞれ以下のとおりである。 

① 基礎研修修了者をサービス管理責任者等に係る人員配置基準上必要

な数を満たすため（※）にサービス管理責任者等として配置する場合 

  利用者に対するサービス提供に支障がない場合に限り、生活支援員

等として配置したまま個別支援計画の原案の作成の業務に従事するこ

とは可能であるが、生活支援員等の職務に係る常勤換算上、当該勤務

時間を算入できないことに留意が必要である。 

※ サービス管理責任者等を２人以上配置する必要がある事業所（利用者数が 61人

以上（共同生活援助及び自立生活援助は 31人以上））において、サービス管理責任

者等が１人配置されている場合、残りの人員は基礎研修修了者を配置することで基

準を満たしているものとみなされる。 

② 基礎研修修了者をサービス管理責任者等に係る人員配置基準上必要

な数を超えて配置する場合 

生活支援員等として配置したまま個別支援計画の原案の作成の業

務に従事することは可能であり、かつ、生活支援員等の職務に係る常

勤換算上、当該勤務時間を算入して差しつかえない。 
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＜問１：要件②及び③に関して＞ 

（実務経験（OJT）の確認方法等について） 

問７ 実践研修の受講にあたって必要となる実務経験（OJT）の確認及び「個

別支援計画作成の業務」に従事する旨の届出について、どのように行えば

よいか。 

（答） 実務経験（OJT）の確認については、実務経験証明書等により確認する

ことが考えられるが、「個別支援計画作成の業務」については、同業務に

従事していることが当該実務経験証明書等に合わせて記載されているも

ので確認することを想定している。 

また、「個別支援計画作成の業務」に従事する旨の届出については、実

践研修受講開始時までの間に、人員体制届出等において該当する者が個

別支援計画（原案を含む）の作成の業務に従事する旨を明示する必要が

あるものとする。（※） 

    ※ 実践研修受講開始時までの間であれば時期は問わないが、届出に係る事務負担の

軽減の観点から、人員体制届出の際にあわせて行うことが考えられる。 

具体的には、基礎研修修了者として配置され、個別支援計画の原案の

作成までの一連の業務を担う場合は、備考欄等にその旨を記載すること

を要するものとする。     

      当該届出内容の確認については、研修受講者が研修の実施主体に対し、

当該届出の写し等を提出すること等により行うことが考えられる。 

     

    なお、実務経験（OJT）について、「個別支援計画作成の業務」に６月

以上従事することで満たす意向の者については、問１における要件①の

とおり、基礎研修受講開始日において実務経験者である必要があること

から、サービス管理責任者等の配置に係る実務経験年数（３～８年）を

満たすに至った時期が基礎研修受講開始日以前かについても合わせて

確認が必要である。 
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２．やむを得ない事由による措置について 

（やむを得ない事由によるみなし配置期間が拡大される要件について） 

問８ 本改正により、やむを得ない事由によりサービス管理責任者等としてみ

なして配置される者について、一定の要件を満たした場合、実践研修を修

了するまでの間（最長でサービス管理責任者等の欠如時から起算して２年

間）みなし配置が可能となるが、具体的な要件は何か。 

（答） 以下のいずれの要件も満たす者であることが必要である。 

   ① 実務経験要件（相談支援業務または直接支援業務３～８年）を満た

している。 

   ② サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修修了者（※）

となっている。 

   ③ サービス管理責任者等が欠如する以前から引き続き当該事業所に

配置されている。 

   ※ 「サービス管理責任者等基礎研修」及び「相談支援従事者初任者研修講義部分」

の双方を修了している必要がある。 

 

＜問８：要件②に関して＞ 

（みなし配置期間中に基礎研修修了者となった場合について） 

問９ やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いた事業所等にお

いて、基礎研修修了者でない実務経験者をサービス管理責任者等としてみ

なして配置したが、その後、みなし期間中に当該者が基礎研修修了者とな

った場合、みなし配置期間は２年間となるか。 

（答） ならない。サービス管理責任者等としてみなして配置した者が、その

みなし配置期間中に基礎研修修了者となった場合は、元々のみなし期間

の起算点から１年間のみみなして配置可能である。 

 

 

（やむを得ない事由について） 

問 10 やむを得ない事由については、どういう場合が該当するのか。 

（答） サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由に

より欠如した場合であって、かつ、当該事業所にサービス管理責任者等

を直ちに配置することが困難な場合である。なお、当該判断については、

指定権者である自治体が個別の状況を踏まえて適切に判断すること。 

 

 

  

資料集　 -48-



7 

 

３．本改正施行前に係る取扱いについて 

（本改正施行前における実務経験（OJT）の算入可否について） 

問 11 本改正施行前において、例えば令和４年９月に実務経験者となった上

で、同年 10 月に基礎研修修了者となり、その後同月から６ヶ月間「個別

支援計画の作成の業務」に従事していたが、その場合、本改正施行日以降

直ちに実践研修を受講することが可能か。 

（答） 本改正施行前の従事であっても、実務経験者となり、その後基礎研修

修了者となった後の期間であれば、実務経験（OJT）の期間に算入して差

しつかえないため、設問の場合については可能である。 

 

 

（本改正施行前よりみなし配置されていた場合について） 

問 12 本改正施行前よりやむを得ない事由によりサービス管理責任者等とし

てみなして配置されている者であって、本改正施行日において問８におけ

る要件をいずれも満たしている場合については、本改正施行により、みな

し配置期間が実践研修を修了するまでの間（最長でサービス管理責任者等

の欠如時から起算して２年間）となるか。 

（答） 本改正施行日において問８における要件をいずれも満たしている場合

は、施行日以降、実践研修を修了するまでの間（サービス管理責任者等

の欠如時から起算して２年間に限る。）みなし配置可能である。 

 

 具体的には以下のとおり。 

（例①）令和４年 ６月  基礎研修（相談支援従事者初任者研修講義

部分含む）修了 

令和４年 10月  サービス管理責任者等欠如 

みなし配置開始（令和５年９月まで可） 

        令和５年 ６月頃 改正告示施行 

                 →みなしサービス管理責任者等について、

実践研修修了時（最長で令和６年９月）

までみなし配置期間継続 
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    （例②）令和４年 １月  基礎研修（相談支援従事者初任者研修講義部

分含む）修了 

令和４年 ３月  サービス管理責任者等欠如 

みなし配置開始（令和５年２月まで可） 

        令和５年 ３月  みなし配置期間終了 

サービス管理責任者等欠如 

        令和５年 ５月  人員欠如減算（サービス管理責任者等）算定

開始 

        令和５年 ６月頃 改正告示施行 

                 →令和５年２月までみなしサービス管理責

任者等であった者について、令和５年７

月以降、実践研修修了時（最長で令和６

年２月）までみなし配置期間再開 

令和５年 ７月  人員欠如減算（サービス管理責任者等）算定

終了 
※人員欠如減算の算定開始、終了月については、届出時期等によって変動しうるこ

とに注意。 
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障障発0119第2号

平成29年1月19日

都道府県

各 指定都市 障害保健福祉主管課長 殿

中 核 市

厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部障害福祉課長

（公印省略）

指定共同生活援助の指定基準（立地）に関する疑義について

平素より、障害保健福祉行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。

標記について、一部の自治体から照会があり、別添のとおりお示しします。

なお、当該疑義解釈は、厚生労働省における考え方をあらためてお示しする趣旨であ

り、従来の取扱いを変更するものではありません。また、当該規定は、都道府県が条例

を定めるにあたって「参酌すべき基準」に該当するものであり、当該疑義解釈によって、

各都道府県等における取扱いの見直しを求めるものではないことを申し添えます。

（照会先）

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

地域移行支援係 渡辺、大石

TEL：０３－５２５３－１１１１(３０４５)
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（別添）

１．指定基準第210条第１項をどのような趣旨で定めたのか。

（答）

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第171

号。以下「指定基準」という。）第210条第１項は、指定共同生活援助に係る共同生活

住居（以下「グループホーム」という。）の利用者が家庭的な雰囲気の下でサービスの

提供を受けるとともに、地域との交流を図ることによる社会との連帯を確保する観点

から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保さ

れる地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設（以

下「入所施設」という。）又は病院の敷地外にあるようにすることを基本とする趣旨に

より定めたものである。

○ なお、本項は、指定基準第１条に定めるとおり、都道府県等が指定障害福祉サービ

スの事業の設備及び運営に関する基準に係る条例を定めるにあたって「参酌すべき基

準」に該当するものであり、当該条例については、地域の実情を踏まえて、都道府県

等が定めるべきものである。

２．指定基準第210条第１項に規定する「入所施設」とは、具体的にどのような施設か。

また、同項に規定する「入所施設」に、特別養護老人ホームは含まれるのか。

（答）

○ 「入所施設又は病院の敷地外にあるようにすること」とする規定は、グループホー

ムが障害者の住まいであることを踏まえた適切な環境が確保されるよう、

① 一般の住宅と同様に、利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保されること

② 利用者の選択によらず、日中及び夜間を通して利用者の生活がグループホーム及

びその併設事業所のみで完結するような生活とならないこと

などの趣旨に則り定めたものであり、特定の類型の施設との合築や、同一敷地内の設

置を規制する趣旨ではない。

○ このため、都道府県等によって取扱いは様々であり、都道府県知事等が地域の実情

を踏まえ、グループホームの趣旨に則った運営が確保されるものであるかを判断した

上で、特別養護老人ホームや小規模多機能型居宅介護事業所等と同一建物内にグルー

プホームの設置を認める都道府県等や、入所施設及び病院に加えて通所系サービス事

業所の敷地外に設置することを要件とする都道府県等もある。
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○ したがって、「入所施設」については、施設類型のみをもって一律に合築等の可否を

判断せず、新たに設置が計画されているグループホームが、グループホームの趣旨に

則った運営が確保されるものであるかについて、都道府県知事等が、立地や運営形態

などを総合的に勘案して判断すべきものである。
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